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【第１８条】 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換 

条文 

‣契約期間中の解雇等 

第１項 同一の使用者との間で締結された２以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来前のものを

除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において「通算契約期間」

という。）が５年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契

約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めの

ない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。

この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、

現に締結している有期労働契約の内容である労働条件（契約期間を除く。）と同一の労働条件

（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段の定めがある部分を除く。）とする。 

第２項 当該使用者との間で締結された１の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との

間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいず

れにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令

で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下この項において

「空白期間」という。）があり、当該空白期間が６月（当該空白期間の直前に満了した １の有期

労働契約の契約期間（当該１の有期労働契約を含む２以上の有期労働契約の契約期間の間に

空白期間がないときは、当該２以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間。以下この項

において同じ。）が１年に満たない場合にあっては、当該１の有期労働契約の契約期間に２分の

１を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間）以上であるときは、当該空白期

間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。 

【労働契約法第十八条第一項の通算契約期間に関する基準を定める省令】 

（法第１８条第２項の厚生労働省令で定める基準） 

第１条 労働契約法（以下「法」という。）第１８条第２項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる無契約期

間（１の有期労働契約の契約期間が満了した日とその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契

約期間のいずれにも含まれない期間がある場合の当該期間をいう。以下この条において同じ。）に応じ、それぞ

れ当該各号に定めるものであることとする。 

— 最初の雇入れの日後最初に到来する無契約期間（以下この項において「第一無契約期間」という。） 第一無契約期

間の期間が、第一無契約期間の前にある有期労働契約の契約期間 

（２以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間）に２分の１を乗じて得た期間（６月を超

えるときは６月とし、１月に満たない端数を生じたときはこれを１月として計算した期間とする。）未満であるこ

と。 

二 第一無契約期間の次に到来する無契約期間（以下この項において「第二無契約期間」という。） 次に掲げる場合に

応じ、それぞれ次に定めるものであること。 

イ 第一無契約期間が前号に定めるものである場合 第二無契約期間の期間が、第二無契約期間の前にある全ての有

期労働契約の契約期間を通算した期間に２分の１を乗じて得た期間（６月を超えるときは６月とし、１月に満たな

い端数を生じたときはこれを１月として計算した期間とする。）未満であること。 

ロ イに掲げる場合以外の場合 第二無契約期間の期間が、第一無契約期間と第二無契約期間の間にある有期労働契

約の契約期間（２以上の有期労働契約がある場合は、その全ての契約期間を通算した期間）に２分の１を乗じて得

た期間（６月を超えるときは６月とし、 １月に満たない端数を生じたときはこれを１月として計算した期間とす

る。）未満であること。 


